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差別
さ べ つ

禁止
き ん し

法案
ほうあん

から「差別
さ べ つ

解消
かいしょう

推進
すいしん

法案
ほうあん

」へ 
 

 噂話
うわさばなし

は別
べつ

として、まさかこのような法案
ほうあん

名称
めいしょう

で出てくるとは、との 驚
おどろ

きが先
さき

に立
た

ってし

まいました。「差別
さ べ つ

を禁止
き ん し

する」のではなく「解消
かいしょう

する」と言う
い  

のですから、巧み
た く  

な言葉
こ と ば

の

トリックには今
いま

さらながらに感心
かんしん

してしまいます。 

 さて、私
わたし

の感想
かんそう

を述べて
の   

いる場合
ば あ い

ではありません。この法案
ほうあん

の閣議
か く ぎ

決定
けってい

が一両
いちりょう

日中
じつちゅう

にな

され、国会
こっかい

に送られる
お く     

という段階
だんかい

だが、現在
げんざい

明らか
あき    

にされている内容
ないよう

の部分
ぶ ぶ ん

についてご報告
  ほうこく

い

たします。 

 

 まず最初
さいしょ

に、１．総則
そうそく

（法案
ほうあん

の基本的
きほんてき

位置づけ
い ち   

）においては、『障害者
しょうがいしゃ

基本法
きほんほう

の理念
り ね ん

に則り
のっと  

、障害者
しょうがいしゃ

基本法
きほんほう

第 4条
だい  じょう

の「差別
さ べ つ

の禁止
き ん し

」の規定
き て い

を具体化
ぐ た い か

する立法
りっぽう

として位置付ける
い ち づ   

』と明記
め い き

され、「行政
ぎょうせい

機関
き か ん

及び
お よ  

事
じ

業者
ぎょうしゃ

における差別
さ べ つ

の解消
かいしょう

のための措置
そ ち

等
など

を講
こう

ずることにより、

障害
しょうがい

を理由
り ゆ う

とする差別
さ べ つ

の解消
かいしょう

を推進
すいしん

し、もって全て
す べ  

の国民
こくみん

が、相互
そ う ご

に人格
じんかく

と個性を尊重
そんちょう

し合いながら
 あ     

共生
きょうせい

する社会
しゃかい

の実現
じつげん

に資する
し   

ことを目的
もくてき

とすること」とあります。 

また、２．基本
き ほ ん

方針
ほうしん

の策定
さくてい

では、「政府
せ い ふ

は、差別
さ べ つ

解消
かいしょう

に関する
か ん   

施策
し さ く

の基本的
きほんてき

な方向
ほうこう

、行政
ぎょうせい

機関
き か ん

等
など

及び
およ  

事
じ

業者
ぎょうしゃ

が講
こう

ずべき措置
そ ち

に関する
か ん   

基本的
きほんてき

な事項
じ こ う

を定める
さ だ   

こと」「その案
あん

を作成
さくせい

しよ

うとするときは、あらかじめ、障害者
しょうがいしゃ

その他
  た

の関係者
かんけいしゃ

の意見
い け ん

を反映
はんえい

させるために必要
ひつよう

な措置
そ ち

を

講
こう

ずるとともに、障害者
しょうがいしゃ

政策
せいさく

委員会
いいんかい

の意見
い け ん

を聴かなければ
き      

ならない」とあります。 （※矢吹
や ぶ き

個人
こ じ ん

としては、「意見
い け ん

を聴く
き  

」と「意見
い け ん

を聞く
き  

」の違い
ち が  

がとても気
き

になっています。） 

３．「差別
さ べ つ

の禁止
き ん し

」の義務付け
ぎ む づ  

では、「一般
いっぱん

私
し

人間
じんかん

の行為
こ う い

や個人
こ じ ん

の思想
し そ う

や言論
げんろん

には、本法案
ほんほうあん

の法的
ほうてき

効力
こうりょく

は及ばない
およ     

ものとする」と最初
さいしょ

に説明
せつめい

され、①「差別的
さべつてき

取り扱い
と  あつか  

の禁止
き ん し

」＝行政
ぎょうせい

機関
き か ん

、地方
ち ほ う

公共
こうきょう

団体
だんたい

等
など

は、その事務
じ む

または事業
じぎょう

（国
こっ

公立
こうりつ

の学校
がっこう

・福祉
ふ く し

施設
し せ つ

等
など

に関する
か ん   

ものを含む
ふく  

）を行う
おこな  

に当たり
あ   

、障害
しょうがい

を理由
り ゆ う

として障
しょう

がい者
しゃ

でないものと不当
ふ と う

な差別的
さべつてき

取り扱い
と  あつか  

をする

ことにより、障害者
しょうがいしゃ

の権利
け ん り

利益
り え き

を侵害
しんがい

してはならないものとすること。②「合理的
ごうりてき

配慮
はいりょ

の提供
ていきょう

」＝行政
ぎょうせい

機関
き か ん

、地方
ち ほ う

公共
こうきょう

団体
だんたい

等
など

は、その事務
じ む

または事業
じぎょう

を行う
おこな  

に当たり
あ   

、障
しょう

がい者
しゃ

から現
げん

                                  ２０１３・４・３０ 
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おどろ    
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Aされないというのです。そして「AE政府E

せ い ふ

Aは、AE法E

ほう

AのAE施行E

し こ う
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い  
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まった  

AAE見直されるE
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つ づ     

Aよ、
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AをAE言ってE

い   

Aいます。 

 

 さて、AE皆様E

みなさま

AのAEご意見E

  いけん

Aはいかがでしょうか。 

（事務局長 矢吹） 

 



 

 

 

 
 
 

車
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す
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車
い
す
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１
台
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解
ち
ゃ
う
や
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僕
は
物
扱
い
か
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あ
ん
た
ら
車
い
す
に
乗

っ
て
る
や
な
い
か
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そ
の
台
数
を
数
え
て
何

が
悪
い
ね
ん
！ 

「
車
い
す
」
で
も 

「
１
台
」
で
も
な
い
！ 

自
分
、
人
間
で
す
か
ら 

「とある駅にて～人間だもの～」 

    車いすユーザーの呼ばれ方 
 編集会議で、左のマンガの内容を話してい

て、「車いすユーザー（車椅子を使用している

人々）」の「呼ばれ方」というものが、話題に

なりました。 
 「一台」なんて数え方は論外ですが、一般

的にも「車いすの障害者」みたいな呼ばれ方

が多いようです。補装具の名前で呼ばれると

いうのは、ちょっと特異なものがあります。

他の障害者に対して「補聴器の障害者」とか

「白杖の障害者」といった呼び方はしません

よね。 
 中国で 14～15 
世紀頃に書かれた 
「三国志」の中に 
車いすと思える挿 
絵があるそうで、 
車いすの歴史は古 
いようです。 
 「車いすユーザ 
ー」の呼び方について、ちょっと調べてみま

したが、まとまったものは出ませんでした。

（本当は、そうしたいろいろな呼び方を調べ

て書いてみるという話だったのですが、ちゃ

んと調べられませんでした～） 
 「車いす」が目立つから、「車いすを使用し

ている人」という意味で、「車いすの人」とか、

「車いす障害者」とか、そうした呼び方が一

般的になっていったのかもしれません。 
 だとしたら、「車いすユーザー」と同じで、

それ自体は問題はないのかもしれませんが、 
ただ、左のマンガのように「一人、二人…」

ではなく「一台、二台…」と数えられるのは、

「対等の人間」扱いされていないという気が

します。 
 あなたは、どう思われます？ 他の障害者

への呼び方も含めて、何かありましたら、積

極的なご投稿を歓迎します。 
               事務局・S 

下林 慶史 
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【団体紹介】  京都障害児者の生活と権利を守る連絡会 
〒603-8324 京都市北区北野紅梅町 85 
弥生マンション 201 TEL：075(465)5451 

 
京都障害児者の生活と権利を守る連絡会（京障連、松本美津男会長、31 団体）は 1970

年に創立されています。 
視覚障害者協会、聴覚障害者協会、肢体障害者友愛会、森永ヒ素ミルク被害者の会、

みやこ作業所、保育・療育をよくする会などのほか、障害児者に関係する教職員や自治

体職員の労働組合、丹後や中丹地方の地域組織などが加盟しています。 
毎月の常任委員会、1 年に 1 回の総会、月刊機関紙『ひゅうまん京都』（2013 年 4 月

号で 436 号、1000 部）の発行などを軸として運営されています。年２回の厚生労働省

との話し合い。年４回の近畿段階の話し合い、冬の活動交流集会は上部組織（障全協、

同近畿ブロック）が定例化されています。 
京障連が力を入れていることの一つに、自立支援法反対運動と廃止運動があります。 

2005 年秋の成立前も成立後も「障害者自立支援法に異議あり！応益負担に反対する実

行委員会」の事務局団体として活動を進めて来ました。シンポジウム、単行本の発行、

街頭演説会の開催、パレードの実施など、一部実施の 4 月 1 日、全面実施の 10 月 1 日

を、楕円形の中心のように位置付けてとり組んでいます。最近ではブックレット『いの

ちの権利はゆずれないー骨格提言・権利条約にもとづく障害者総合福祉法を』（佐藤久

夫ら、かもがわ出版、600 円＋税）が出版されています。 
また、この運動を広げるために、常任委員が障害者自立支援法違憲訴訟の原告（全国

71 人、京都 9 人）にもなりました。ちなみに 2013 年 6 月で実行委員会の会議は 80 回

となります。 
『ひゅうまん京都』1 面のコラム「左大文字」が連載 11 年を迎えたことを契機に、

『しあわせの社会運動―人をささえるということ』（津止正敏著、渡辺あふる絵。編者

「ひゅうまん京都」、1000 円＋税）が出版され、シンポジウム「人をささえるというこ

と」（津止正敏さん（立命館大学教授）などが予定されています（6 月 2 日午後 1 時 30
分、コープイン京都）。 
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障害者権利条約の批准と完全実施を目ざす京都実行委員会  
連絡先：住所 601-8036 京都市南区東九条松田町28 
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